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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第29期

第３四半期
累計期間

第30期
第３四半期
累計期間

第29期

会計期間
自　2022年１月１日
至　2022年９月30日

自　2023年１月１日
至　2023年９月30日

自　2022年１月１日
至　2022年12月31日

売上高 (千円) 4,282,756 3,828,330 5,559,828

経常利益 (千円) 854,504 372,631 898,467

四半期(当期)純利益 (千円) 563,387 238,533 609,824

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 100,000 822,549 822,549

発行済株式総数 (株) 5,340,000 6,074,000 6,074,000

純資産額 (千円) 2,179,673 3,908,995 3,670,461

総資産額 (千円) 3,443,332 4,559,057 4,619,080

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 105.50 39.27 110.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － 39.22 110.25

１株当たり配当額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 63.3 85.7 79.5
 

 

回次
第29期

第３四半期
会計期間

第30期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　2022年７月１日
至　2022年９月30日

自　2023年７月１日
至　2023年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 29.92 17.52
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

３．当社は、2022年５月19日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。第29期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益を算出しております。

４．第29期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、当社株式は第29期第３四半期会計期間末において非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記

載しておりません。

５．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
(1) 財政状態の状況

(資産)

当第３四半期会計期間末の資産合計は4,559,057千円となり、前事業年度末に比べ60,022千円(1.3％)減少いたし

ました。

流動資産は、前事業年度末に比べ236,710千円(5.8％)減少し、3,842,412千円となりました。これは主に、2023年

4月に新規開店した青山店、及びリニューアルオープンした阪急うめだ店への設備投資、及び法人税等の中間納付を

行ったことにより、現金及び預金が784,878千円(24.1％)減少したこと、23AWコレクションの投入開始に伴い売掛金

が186,618千円(52.7％)増加したこと、また、商品仕入が増加したことに伴い、商品が309,019千円(101.8％)増加し

たことによるものであります。

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ176,688千円(32.7％)増加し、716,645千円となりました。これは主に、

2023年4月に開店した青山店、及びリニューアルオープンした阪急うめだ店に関連する建物付属設備が165,721千円

(136.4％)増加し、本社機能の拡大に伴って増床を行っていること等により、敷金及び保証金が28,963千円(15.3％)

増加したこと、また、税効果会計適用における将来減算一時差異の減少により、繰延税金資産が22,606千円

(23.6％)減少したことなどによるものであります。

 

(負債)

当第３四半期会計期間末の負債合計は、650,062千円となり、前事業年度末に比べ298,555千円(31.5％)減少いた

しました。

流動負債の残高は、前事業年度末に比べ333,825千円(37.9％)減少し、546,900千円となりました。これは主に、

23AWコレクションの投入開始に伴い、商品仕入が増加したことにより買掛金が241,397千円(372.3％)増加し、前事

業年度末に計上した未払法人税等の支払により未払法人税等が311,980千円減少したことなどによるものでありま

す。また、前事業年度末に計上した韓国総代理店向けのリベートの支払等によりその他に含まれる未払金が264,327

千円減少したこと等によるものであります。

固定負債の残高は、前事業年度末に比べ35,269千円(51.9％)増加し、103,161千円となりました。これは主に、

2023年4月に開店した青山店、及びリニューアルオープンした阪急うめだ店に関連する資産除去債務が31,929千円

(55.0％)増加したこと、退職給付引当金が3,340千円(95.4％)増加したことによるものであります。

 

(純資産)

当第３四半期会計期間末の純資産の残高は、3,908,995千円となり、前事業年度に比べ238,533千円(6.5％)増加い

たしました。これは、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加したことによるものであります。

この結果、当第３四半期会計期間末における自己資本比率は、85.7％となりました。

 
(2) 経営成績の状況

当第３四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行により、緩やかながら景気

は回復の傾向がみられ、経済社会活動が正常化に向かう一方で、世界的な資源価格の上昇や、不安定な為替変動に

よる物価上昇の影響等から依然として先行きが見通せない状況が続いております。

当社の属する衣料品販売業界においても、原材料費、物流費、電力料の上昇等、厳しい経営環境が続いており、

訪日外国人観光客数の回復によるインバウンド消費への期待感は引き続き高まっているものの、日本国内において

は収入不安による節約志向の高まりから慎重な購買行動が続いている状況にあります。

このような環境の中、当社はオンライン・オフラインの双方から、国内外における販売強化に努めてまいりまし
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た。

これらの結果として、当第３四半期累計期間における売上高は3,828,330千円（前年同期比10.6％減）となり、営

業利益は369,411千円（前年同期比56.7％減）、経常利益は372,631千円、（前年同期比56.4％減）、四半期純利益

は238,533千円（前年同期比57.7％減）となりました。

なお、当社は衣料品等の企画販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

 
特に重要な指標の内容は以下のとおりであります。

 
(売上高)

当第３四半期累計期間の売上高は、3,828,330千円（前年同期比10.6％減）となりました。前事業年度に引き

続き、デジタル化の推進と海外展開に向けて、オフライン・オンラインの販売チャネルの融合、新規店舗の出

店も含めた集客・販売力の強化を図り、国内リテール、国内EC及び海外ECにおいて売上の拡大に努めておりま

す。また、韓国卸、海外卸、及び国内卸の各卸においても、特に海外卸における新規取引先の獲得等を進め、

売上の拡大を図っております。当第３四半期累計期間は、特に韓国におけるコロナ禍におけるゴルフブームの

過熱感が落ち着き、その影響から前年同期と比較して韓国卸の売上が減少したことを主として、売上高全体に

おいても前年同期比と比較して減少しております。

前第３四半期累計期間及び当第３四半期累計期間の事業区分別の内訳は、次のとおりであります。

 

相手先

第29期事業年度
第３四半期累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年９月30日)

第30期事業年度
第３四半期累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

国内リテール 1,044,842 24.4 1,122,503 29.3

国内EC 751,256 17.5 767,005 20.0

海外EC 99,962 2.3 91,323 2.4

韓国卸 1,818,311 42.5 1,265,308 33.1

海外卸 70,902 1.7 156,114 4.1

国内卸 490,828 11.5 408,171 10.7

その他 6,653 0.2 17,903 0.5
 

 
(売上総利益及び営業利益)

当第３四半期累計期間の売上原価は、1,681,015千円（前年同期比19.1％減）となりました。商品の原価目標

を設定し、売上原価率の低減を徹底した結果、当第３四半期累計期間は売上原価率43.9％となっております。

この結果、当第３四半期累計期間の売上総利益は2,147,314千円（前年同期比2.6％減）となり、売上総利益率

は56.1％となっております。また、当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費は、1,777,902千円（前年同

期比31.6％増）となりました。中長期的な成長に向け投資を行う中で、業容拡大に向けた全社で人材採用を強

化した結果として採用活動経費等の業務委託費用、給料手当、役員報酬、当社ブランド認知のさらなる向上や

デジタル化の推進に向けての広告投資や、タレントやプロゴルファーの起用による魅力あるコンテンツ制作へ

の投資を増加させた結果として広告宣伝費、新規店舗の出店に伴い地代家賃、及び減価償却費等が増加傾向に

あります。この結果、当第３四半期累計期間の営業利益は369,411千円（前年同期比56.7％減）となりました。

 
また、上記計画達成に向けて、事業運営上重要と考えている重要指標として、今後の事業拡大の主たる部分

について、海外売上高及びEC売上高の増加を想定していることから、海外売上高比率とEC化率の上昇に取り組

んでおりますが、前第３四半期累計期間及び当第３四半期累計期間の状況は以下のとおりであります。
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第29期事業年度
第３四半期累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年９月30日)

第30期事業年度
第３四半期累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

海外売上高比率(％) 46.4 39.5

EC化率(％) 19.9 22.4
 

(注) １．海外売上高比率＝(海外EC売上高＋韓国卸売上高＋海外卸売上高)÷売上高

２．EC化率＝(国内EC売上高＋海外EC売上高)÷売上高

 
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
(4) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

(6) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(7) 経営成績に重要な影響を与える要因

前事業年度の有価証券報告書に記載した内容について重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 21,360,000

計 21,360,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2023年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,074,000 6,074,000
東京証券取引所
 グロース市場

権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であります。
なお、単元株式数は100
株であります。

計 6,074,000 6,074,000 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年９月30日 ― 6,074,000 ― 822,549 ― 722,549
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2023年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

60,729

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は100株
であります。

6,072,900

単元未満株式
普通株式

― ―
1,100

発行済株式総数 6,074,000 ― ―

総株主の議決権 ― 60,729 ―
 

(注) 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2023年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2023年７月１日から2023年９月

30日まで)及び第３四半期累計期間(2023年１月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日

本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 
３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当第３四半期会計期間
(2023年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,263,159 2,478,280

  受取手形及び売掛金 353,833 540,451

  商品 303,677 612,697

  その他 158,613 211,228

  貸倒引当金 △161 △246

  流動資産合計 4,079,122 3,842,412

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 121,456 287,178

   工具、器具及び備品（純額） 8,728 10,265

   有形固定資産合計 130,184 297,443

  無形固定資産   

   ソフトウエア 13,238 10,184

   ソフトウエア仮勘定 － 847

   無形固定資産合計 13,238 11,031

  投資その他の資産   

   敷金及び保証金 189,291 218,254

   繰延税金資産 95,970 73,364

   その他 111,272 116,552

   投資その他の資産合計 396,534 408,171

  固定資産合計 539,957 716,645

 資産合計 4,619,080 4,559,057
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当第３四半期会計期間
(2023年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 64,844 306,241

  契約負債 94,836 86,017

  未払法人税等 311,980 －

  賞与引当金 － 9,739

  資産除去債務 1,312 10,659

  その他 407,753 134,241

  流動負債合計 880,726 546,900

 固定負債   

  退職給付引当金 3,500 6,840

  資産除去債務 58,046 89,976

  その他 6,345 6,345

  固定負債合計 67,892 103,161

 負債合計 948,618 650,062

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 822,549 822,549

  資本剰余金 1,542,876 1,542,876

  利益剰余金 1,305,035 1,543,568

  株主資本合計 3,670,461 3,908,995

 純資産合計 3,670,461 3,908,995

負債純資産合計 4,619,080 4,559,057
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

売上高 4,282,756 3,828,330

売上原価 2,077,690 1,681,015

売上総利益 2,205,066 2,147,314

販売費及び一般管理費 1,351,422 1,777,902

営業利益 853,644 369,411

営業外収益   

 受取利息 12 144

 為替差益 － 250

 補助金収入 2,691 －

 受取補償金 1,572 2,086

 その他 348 738

 営業外収益合計 4,625 3,219

営業外費用   

 株式交付費 3,246 －

 為替差損 413 －

 その他 105 0

 営業外費用合計 3,765 0

経常利益 854,504 372,631

税引前四半期純利益 854,504 372,631

法人税、住民税及び事業税 380,088 111,491

法人税等調整額 △88,972 22,606

法人税等合計 291,116 134,097

四半期純利益 563,387 238,533
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

ととしております。

これによる、四半期財務諸表への影響はありません。

 
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　2023年１月１日
至　2023年９月30日)

減価償却費 24,338千円 49,406千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 
当第３四半期累計期間(自　2023年１月１日　至　2023年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

当社は、衣料品等の企画販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
当第３四半期累計期間(自　2023年１月１日　至　2023年９月30日)

当社は、衣料品等の企画販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

 

 金額(千円)

国内リテール 1,044,842

国内EC 751,256

海外EC 99,962

韓国卸 1,818,311

海外卸 70,902

国内卸 490,828

その他 6,653

顧客との契約から生じる収益 4,282,756

その他の収益 －

外部顧客への売上高 4,282,756
 

 
当第３四半期累計期間(自　2023年１月１日　至　2023年９月30日)

 

 金額(千円)

国内リテール 1,122,503

国内EC 767,005

海外EC 91,323

韓国卸 1,265,308

海外卸 156,114

国内卸 408,171

その他 17,903

顧客との契約から生じる収益 3,828,330

その他の収益 －

外部顧客への売上高 3,828,330
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　2023年１月１日
至　2023年９月30日)

（1）１株当たり四半期純利益 105円50銭 39円27銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(千円) 563,387 238,533

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 563,387 238,533

普通株式の期中平均株式数(株) 5,340,000 6,074,000

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 39円22銭

(算定上の基礎)末から重要な変動があったものの概要   

四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) － 8,238

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注)　１．前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．当社は、2022年５月19日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。前事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

　　2023年11月14日

株式会社キューブ

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 飯　　塚　　　　　徹  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 白　　取　　一　　仁  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キュー

ブの2023年１月１日から2023年12月31日までの第30期事業年度の第３四半期会計期間（2023年７月１日から2023年９月

30日まで）及び第３四半期累計期間（2023年１月１日から2023年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キューブの2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上　

 

 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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